
（第二次）足立区環境基本計画改訂版の概要 

１ 中間見直しの背景 

 第二次環境基本計画（現行計画）は、2008（平成 20）年 3 月の策定から４年を経過し社会

の情勢は大きく変化しています。わが国は東日本大震災と原子力発電所の事故で大きな影響を

受け、世界では極端な気候による水害や農業への大きな被害なども生じています。このような

変化の中で、次の点を中心に見直しをしました。 

 東日本大震災以降の変化 

節電・省エネルギーの取組、再生可能エネルギーの活用を進めます。 
 

 新たな課題への対応 

 エネルギー問題や生物多様性の保全など、新たな課題に対応します。 
 

 環境教育基本方針・実施計画の統合 

 2006（平成 18）年に策定した「足立区環境教育基本方針・実施計画」を統合します。 

２ 見直しのポイントの考え方 

(1)地球温暖化・エネルギー対策 

 現行計画では「地球温暖化防止」として温室効果ガス排出量削減を目標にした取り組みを進

めてきましたが、以下の点から見直しています。 
・震災・原発事故による影響 
 震災後、化石燃料を使う火力発電の割合が高くなり、キロワットあたりの二酸化炭素（Ｃ

Ｏ２）排出量が震災前に比べ増加しているため、節電の取り組みにより電気使用量を削減して

も、必ずしもＣＯ２排出量が減少するとは限りません。そこで、区民・事業者の取り組み結果

を直接的に評価できる電気・都市ガス使用量の削減を目標とし、省エネ行動や再生可能エネ

ルギーの拡大などのエネルギー対策をさらに進めることにします。 
・温暖化しつつある気候への対応 
 国内外で既に気候変動による影響があらわれており、温室効果ガスを最大限削減しても、

当面は温暖化の傾向が続くことが予想されています。このため、これまで実施してきた温室

効果ガス削減など地球温暖化を緩和する施策に加え、温暖化する気候に適応する施策を実施

し、緩和策と適応策の両面から温暖化対策を進めることにします。 
(2）環境教育基本方針・実施計画の統合 

 これまで環境教育基本方針・実施計画が別に策定され、環境基本計画には、各分野を貫く施

策として、協働、環境教育が盛り込まれていました。しかし、環境教育基本方針・実施計画が

策定後６年を経過したことと、国の法律が新たに環境教育等促進法として再構築されたことか

ら「環境を学び、実践の輪を広げる」という分野（柱）を創設し、この計画に統合します。 
(3）指標の考え方 

目標値を定めて施策を進める指標（電気・都市ガス使用量やごみ量など）と、継続的に状況を把

握するための指標（二酸化炭素排出量、川の魚の種類など）に分けて、施策の進捗を管理します。 

 

３ 地球にやさしいひとのまちを目指すために重要なこと 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 計画の体系 

基本方針「地球にやさしいひとのまち」の実現に向け、６つの柱（分野）を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

① 意識から行動へ 

 震災以降の節電活動の浸透、定着に見られるような、人々の高い環境意識に根差した行

動が効果的に実現されていること 

② 低炭素社会への転換 

少ないエネルギーを効率的に利用し、豊かさを実感できる暮らしができていること 

③ 自然と共生する社会 

自然にふれあい、自然とのつながりを考え、現在の環境を保全・再生し、自然環境がも

たらす豊かな恵みが将来世代においても享受されていること 
 

④ 安全・安心な社会の実現 

 エネルギーの需給バランスが保たれ、生活基盤が確保されるとともに、環境汚染や公害

がなく、懸念される気候変動からの安全・安心が確保されていること 

⑤ 地域の力による環境への貢献 

 環境について地域で学び、教え合うとともに、環境分野での人々の繋がり、コミュニテ

ィが形成されており、環境に関する幅広い知見や、地域の生活に根ざした知恵が生かされ
ていること 
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５ 全体の構成 
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2015 年度の目標 

電気使用量マイナス 10％

以上、都市ガス使用量マイ

ナス 2％ 

（2010 年度比） 

ごみ量マイナス 5％ 

（2010 年度比） 

大気中のダイオキシン類

環境基準適合率 100％の 
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· 自然環境・生態系の調査 

· 水とみどりを生かした自然とのふれあいの 

確保 

· 生物多様性保全の啓発 

主な取組み内容 

区内 8河川の水質が、生活

環境の保全に関する環境

基準のC類型(※)を満たす 

※生物化学的酸素要求量
(ＢＯＤ)が 5ｍｇ/リット
ル以下 

2016 年度の樹木被覆率調

査で 9.4％を達成する 

· 省エネルギー行動の継続と拡大 

· 再生可能エネルギー利用の促進 

· 設備・機器の更新などエネルギーの効率的 

 な利用 

· 自動車での移動を自転車・公共交通に転換 

· 区施設や区の事業での率先的な取り組み 

· 温暖化が進む気候への適応 

· ３Ｒの推進とごみの減量 

· 資源化の推進 

· 廃棄物適正処理の推進 

· 工場・事業者等への公害規制指導 

· 公害苦情相談 

· 大気・騒音・放射線量等の定期的な測定 

· 緑の基本計画による緑化の推進 

· 良好な景観の保全と創造 

· 地域の個性を生かしたまちづくり 

· 住宅の快適性の向上 

環境を学

び、実践の

輪を広げ

る 

身近な環境配慮行動に取

り組む人(※)を 10 万人に

増やす 

※省エネノート登録世帯、
あだちエコネット事業登
録者、環境に関するリー
ダー・ボランティア、夏
休みこどもエコプロジェ
クト提出者の合計 

· 自主的な活動を促す仕組みと環境の場 

づくり 

· 環境教育の充実 

· 地域で先導的な役割を担う人材の育成と 

活動の拡大 

· 有効で効果的な情報の提供 

主な指標 

 
指標 単位 現状の実績 2015 年度の数値 

区内の年間電気使用量 kWh 28 億 1576 万 25 億 3418 万(▲10％) 

区内の年間都市ガス使用量 ｍ3 1 億 3867 万 1 億 3589 万(▲2％) 

ＣＯ２排出量（区全体） トン 234 万(2009) 231 万 

区内に設置された太陽光パネルの発電容量 kW 9,421(2011) 25,000 

区施設での年間電気使用量 kWh 7,748 万 6,586 万(▲15％) 

区施設での年間都市ガス使用量 ｍ3 362 万 337 万(▲7％) 

  
指標 単位 現状の実績 2015 年度の数値 

ごみ処理量 トン 19 万 1 千 18 万 3 千 

資源化率 ％ 17 22 

  
指標 単位 現状の実績 2015 年度の数値 

ダイオキシン類環境基準適合率（大気） ％ 100 100 

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）規制値適合率 ％ 100 100 

主要幹線道路の自動車騒音常時監視の 

夜間適合率 

％ 74.3 75 

適正管理化学物質の環境への排出量 トン 105 95 

 

指標 単位 現状の実績 2015 年度の数値 

区内 8 河川のうち生活環境の保全に関する

環境基準の C類型を満たす河川 

河川 5 6 

川の魚の種類（外来種を除く） 種 16(2011) 20 

野鳥の種類 種 76(2011) 75 

  
指標 単位 現状の実績 2015 年度の数値 

緑視率 ％ 14.6 15.8 

公園面積率 ％ 5.8 6.0 

緑化計画書提出割合 ％ 92 100 

  
指標 単位 現状の実績 2015 年度の数値 

身近な環境配慮行動に取り組む人 

（省エネノート(あだち区民環境家計簿)登

録世帯、あだちエコネット事業登録者、環

境に関するリーダー・ボランティア、夏休

みこどもエコプロジェクト提出者の合計） 

人  

 

88,798(2011) 

 

 

100,000 

環境マネジメントシステム(ISO14001、エコ

アクション 21)の認証を取得した事業所数 

所 117(2011) 130 

 

特記のない現状の実績は 2010 年度実績 


